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静岡県放射線技師会 

 

東部地区会覚え書き 

 

第１条（会長候補の輪番制） 

１） 会長候補は、本会の会員が 5 名以上となった施設（団体の賛助会員を除く）から輪番制

で選出し、総会に会長候補として推薦する。 

２） 新規に第 1 項に当てはまる会員数になった施設は、必然的に輪番制に加わる。但し、輪

番の順番は輪番に加わる時点での会長施設の直前とする。 

３） 現在輪番制に加わっている施設が、第 1 項を満たさなくなった場合は、幹事会および総

会の承認を得た上で輪番制から抜ける。 

４） 第３項に当てはまり、輪番から抜けた施設が再び第１項の条件を満たした場合は第２条

の輪番の元の順番に加わる。但し、輪番から抜けている間に第２条の輪番を過ぎた施設は、

加わる時点での会長施設の直後とする。 

５） 会長は事務局を組織する。 

   

第２条（会長候補施設の輪番） 

  以下の順番とする。 

   １．富士市立中央病院 

   ２．順天堂大学医学部附属静岡病院 

   ３．ＮＴＴ東日本伊豆病院 

   ４．富士宮市立病院 

   ５．沼津市立病院 

   ６．伊豆保健医療センター 

   ７．地域医療機能推進機構 三島総合病院 

   ８．静岡県立静岡がんセンター 

   ９．国際医療福祉大学熱海病院 

   10．一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院 

   11．一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 

12．医療法人社団親和会 西島病院 

13．共立蒲原総合病院 

  但し、この順番は当該施設間の話し合いと幹事会の承認により、変更出来る。 

 

第３条（県副会長候補の選出） 

１） （公社）静岡県放射線技師会の副会長候補１名の選出については県副会長候補選出委員

が候補を選出して推薦する。 

２） 県副会長候補選出委員は、第２条の東部地区会会長候補施設の所属長とする。 

３） 県副会長候補選出委員は、県副会長より幹事会に改選の申し入れがあった場合に、その

任にあたり県副会長候補選出の協議を行なう。また協議には副会長の出席を求めることが

できる。 

４） 第３項の結果、県副会長候補を選出できない場合は第４条の輪番ブロックより選出する。 

５） 県副会長候補選出の事務は、事務局が行う。 
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第４条（県副会長候補の輪番） 

１．伊豆ブロック（伊豆市・伊豆の国市・函南町・賀茂郡・伊東市・下田市） 

２．沼津ブロック（沼津市・清水町） 

３．三島北駿熱海ブロック（三島市・長泉町・裾野市・御殿場市・小山町・熱海市） 

４．富士ブロック（富士市・富士宮市） 

但し、この順番は当該ブロック間の話し合いにより変更出来る。 

 

第５条（東部選出県理事候補の選出） 

  １） （公社）静岡県放射線技師会の理事候補２名のうち、組織担当理事は会長を候補とし、

他１名の選出については東部選出県理事候補選出委員が候補を選出して推薦する。 

  ２）  東部選出県理事候補選出委員は、第２条の東部地区会会長候補施設の所属長とする。 

  ３）  東部選出県理事候補選出委員は、県理事より幹事会に改選の申し入れがあった場合に、

その任にあたり東部選出県理事候補選出の協議を行なう。また協議には県理事の出席を求

めることができる。 

４）  第３項の結果、東部選出県理事候補を選出できない場合は第６条の輪番ブロックより選

出する。 

５）  東部選出県理事候補選出の事務は、事務局が行う。 

 

第６条（東部選出県理事候補選出の輪番） 

１．富士ブロック（富士市・富士宮市） 

２．伊豆ブロック（伊豆市・伊豆の国市・函南町・賀茂郡・伊東市・下田市）  

３．沼津ブロック（沼津市・清水町）  

４．三島北駿熱海ブロック（三島市・長泉町・裾野市・御殿場市・小山町・熱海市）  

但し、この順番は当該ブロック間の話し合いにより変更出来る。 

 

第７条（東部選出県監事候補の選出） 

  １） （公社）静岡県放射線技師会の監事候補１名（東部・中部・西部より２名選出）は、県

副会長選出ブロック及び東部地区選出県理事選出ブロック以外のブロックより協議し選

出する。 

  ２）  但し、ブロック間の話し合いにより変更できる。 

 

 第８条（東部選出県表彰委員の選出） 

  １） （公社）静岡県放射線技師会の表彰委員１名は、県副会長選出ブロック及び東部地区選

出県理事選出ブロック以外のブロックより協議し選出する。 

  ２） 東部選出県監事が在任の場合は当該ブロックを除いたブロックの協議により選出する。 

  ３） 但し、再任は妨げず、ブロック間の話し合いにより変更できる。 

 

第９条（東部選出県常任理事候補の選出） 

１） （公社）静岡県放射線技師会の東部選出県常任理事候補１名の選出については東部選出

県常任理事候補選出委員が候補を選出して推薦する。 

２） 東部選出県常任理事候補選出委員は、第２条の東部地区会会長候補施設の所属長とする。 
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３） 東部選出県常任理事候補選出委員は、東部選出県常任理事より幹事会に改選の申し入れ

があった場合に、その任にあたり東部選出県常任理事候補選出の協議を行なう。また協議

には東部選出県常任理事の出席を求めることができる。 

４） 第３項の結果、東部選出県常任理事候補を選出できない場合は第１０条の輪番ブロック

より選出する。 

５） 東部選出県常任理事候補選出の事務は、事務局が行う。 

 

第１０条（東部選出県常任理事候補選出の輪番） 

１.沼津ブロック（沼津市・清水町）  

２．三島北駿熱海ブロック （三島市・長泉町・裾野市・御殿場市・小山町・熱海市）  

３．富士ブロック（富士市・富士宮市） 

４．伊豆ブロック（伊豆市・伊豆の国市・函南町・賀茂郡・伊東市・下田市） 

 但し、この順番は当該ブロック間の話し合いにより変更出来る 

 

第１１条（技師長等会議の開催について） 

１）構成員は会長候補の輪番に該当する施設、またその他の施設の技師長等及び事務局とする。 

２）前回開催日から 2 年を過ぎない間に一度、定例開催する。 

３）会議の運営は事務局が取りまとめる。 

４）事務局および幹事会が必要と認めた場合、臨時開催することができる。 

 

第１２条（県委員会役員・部会役員の選出について） 

１） 表彰委員は、覚え書き第８条に則り選出する。 

２） その他の委員と部会員は現行どおり後任は個人及び部会長より選出だが、地区会としては、 
  後任探しの協力を行う。 

 
 第１３条（所属不明会員について） 
  １） 勤務先や自宅住所などの情報がなく連絡の取れない会員については、２年間連絡のない場合、

幹事会の承認を得て退会扱いとする。 
  

 

 

 

 

付  則 

 

 第１４条（本覚え書きの改廃） 

  本覚え書きの改廃は幹事会で協議し、総会で承認する。 

 

 第１５条（効力） 

  １） 本覚え書きは平成１２年４月２２日をもって実施する。 

  ２） 第５条の輪番は１．伊豆ブロック、第８条の輪番は１．富士ブロックがその任を行った

ものとする。 
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 第１６条（改定） 

  １） 本覚え書きは平成１５年４月１９日もって改定する。 

  ２） 第４条の輪番は２．沼津ブロック、第６条の輪番は２．伊豆ブロックがその任を行った

ものとする。 

  ３） 本覚え書きは平成１６年４月１７日をもって改定する。 

  ４） 本覚え書きは平成２０年３月２２日をもって改定する。 

  ５） 本覚え書きは平成２２年３月２７日をもって改定する。 

  ６） 本覚え書きは平成２４年３月１７日をもって改定する。 

  ７） 本覚え書きは平成２６年３月８日をもって改定する。 

 

平成１２年４月２２日 制定 

平成１５年４月１９日 改定 

平成１６年４月１７日 改定 

平成２０年３月２２日 改定 

平成２２年３月２７日 改定 

平成２４年３月１７日 改定 

平成２６年３月８日 改定 

 


